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訪都外国人向け医療情報ナビの概要

広報の方法

内容

・東京観光財団・各区市町村観光協会の外国人旅行者向けホームページ、その他訪日外国人旅行者向け情報サイト等に
本ページへのリンクの掲載を依頼
・「宿泊施設等向け外国人患者対応マニュアル」を都内宿泊施設、観光施設へ配布する際に本ページの周知用チラシを
同封する。
・周知用カード・リーフレットの設置を駅、空港、観光案内所、宿泊施設などに依頼

・福祉保健局ホームページに訪都外国人旅行者が病気やケガになった際に参考となる情報やリンクを集約したページを
設け、外国人旅行者向け情報提供サイト等に本ページへのリンクを掲載することで、訪都外国人旅行者が医療に関する
情報を適切に収集できるようにする。

作成スケジュール

１月２４日 外国人患者への医療等に関する検討部会において掲載項目・構成等について検討
２月１９日 外国人患者への医療等に関する協議会においてページ案について審議

２月下旬～３月中旬 ページ作成・翻訳業務委託等

３月下旬 完成
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医療機関を受診
したい

救急車の
呼び方

外国語対応可
能な医療機関
を探したい

医療機関の受
診方法を知り

たい

訪都外国人向け医療情報ナビの構成について

救急車？医療機
関？迷ったとき

１

日本の医療機
関の受診方法

３

＜全体構成のイメージ＞

医療機関の
探し方

海外旅行保険に
加入したい

訪日外国人旅
行者向け海外
旅行保険の案

内

病気やケガになってしまった

６

救急車を
呼びたい

急な病気やケガに備えたい

病気やケガの
緊急性判断の
相談窓口

２ ４

薬の購入の際
の注意事項

５

薬を購入したい

症状・病状説明のため
の指さしシート

７

その他役に立つ情報
（熱中症対策、感染症

対策など）

８
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訪都外国人向け医療情報ナビの詳細について

救急車の呼び方１

〇救急車の呼び方、呼ぶときのポイント
〇ためらわず救急車を呼んでほしい症状
→ 総務省消防庁ホームページのリンク

〇東京版救急受診ガイド（英語版）の案内
○東京消防庁救急相談センター（＃7119）の案内（日本語のみ）
○東京都「子供の健康相談室」（小児救急相談）（＃8000）の案
内（日本語のみ）

日本の医療機関の受診方法３

●日本の医療機関受診の流れ（受付～薬の受取まで）
●日本の医療機関受診の際の注意事項
→ JNTOホームページ、沖縄県「病気！ケガ！の外国人観光客対応HAND

BOOK」を基に作成

医療機関の探し方４

薬の購入の際の注意事項５

訪日外国人旅行者向け海外旅行保険６

○熱中症対策
→熱中症対策パンフレット（東京都作成）のリンク

○感染症対策
→「あなたのその症状感染症かもしれません」のサイトのリンク

○駐日外国公館、出入国在留管理局の案内
→外務省、東京出入国在留管理局ホームページのリンク

○日本中毒センターの連絡先の案内（日本語のみ）

○日本入国後でも加入できる旅行保険の案内
→ JNTOホームページへのリンク

○TOKYO STARTER KIT の案内
→ TOKYO STARTER KITサイトへのリンク

●医薬品購入の際の注意事項（処方箋が必要となるケース など）
→ JNTOホームページを基に作成

○「くすりのしおり」（英語による処方薬の説明が掲載されたサイ
ト）の案内
→ くすりの適正使用協議会ホームページへのリンク

その他役立つ情報８

病気やケガの緊急性判断の相談窓口２

〇東京都医療機関案内サービス「ひまわり」のサイトの案内
●東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の検索方法の案内
○AMDA（国際医療情報センター）外国語対応事業の案内
●拠点的医療機関リスト（東京都版）

症状・病状説明のための指さしシート７

○症状・病状説明のための指さしシート
→ JNTOホームページへのリンク

○：既存のWebサイト等のリンク、問合せ窓口等を掲載 ●：既存のWebサイト等を参考に作成
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既存のWebサイト等を参考に作成するページ案（１/５）

既存のWebサイト等を参考にしつつ、都の実情に応じたより充実した内容とするため、都が作成する。

①受付をする
 海外旅行保険の加入の有無を伝えましょう。
 診療に必要な概算費用を事前に確認するとスムーズでしょう。

②問診票に記入する
 症状や病状はできるだけ詳しく記入しましょう。
 既往症や服用している薬があれば併せて記入しましょう。

③医師の診察を受ける（必要に応じて処置、検査、治療）
 問診票の内容、既往症や服用している薬について改めて説明しましょう。
 医師の説明をよく聞きましょう。

④会計をする
 これまで受けた診察に対する報酬として診療費を支払います。
 大きな病院ではクレジットカードで支払えますが、クリニックでは現金（日本円）での支払が一般的です。（※）
 受付や診察時に依頼した海外旅行保険の手続に必要な書類を受け取りましょう。
※ キャッシュレス付き海外旅行保険に加入している場合は、支払の必要はありません。

⑤薬局に処方箋を提出し、薬を購入する
 処方箋を持って薬局へ行き、そこで薬を受け取って薬代を支払います。（※）
 ここでも海外旅行保険の手続に必要な書類は依頼し、受け取りましょう。
※ 医療機関によっては院内処方の場合もあります。

１ 日本の医療機関受診の流れ・注意事項

◆参考資料
観光庁「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」
沖縄県/一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー「病気！ケガ！の外国人観光客対応HAND BOOK」
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既存のWebサイト等を参考に作成するページ案（２/５）

① 東京都医療機関案内サービスのサイトにアクセス URL→ http://ｗｗｗ.himawari..metro.tokyo.jp

② トップページからページの言語を
選択

２ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の検索方法

③ 「項目を指定して探す」を選択
→「対応できる外国語で探す」を選択

(1)中心点を設定
「現在の場所から指定する（GPSを利用します）を選択

④ 検索条件を設定する

(2)日時
【今すぐ受診したい場合】
操作の必要なし（※自動的に現在の日時が設定され

ます。
【特定の時間帯に受診したい場合】
「日にち」「時間」を選択
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既存のWebサイト等を参考に作成するページ案（３/５）

２ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の検索方法

(3)診療科目
受診を希望する診療科目を選択

※ どの診療科目を受診したら良いか分からない場合は右下の表を御参照ください。

◆参考資料 観光庁「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」
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既存のWebサイト等を参考に作成するページ案（４/５）

⑤ 検索結果が表示されます。

２ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の検索方法

(4)対応できる外国語
受診時に対応を希望する外国語を選択

(5)結果の表示方法
一覧（表形式）又は一覧（地図形式）の

いずれかを選択
(6)「検索する」ボタンをクリック

実際に受診するに当たっては必ず事前に電話
連絡してから受診するようにしてください！
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既存のWebサイト等を参考に作成するページ案（５/５）

 厚生労働省ホームページで公開されている「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」から東京都分を抜粋した
ものを掲載する。

３「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」リスト（東京都版）

 医師に診察を求めるほどではない場合には近くの薬局・ドラッグストアで薬を購入することができますが、できれば薬剤師のいる薬
局・ドラッグストアで相談するのが望ましいです。

 なお、薬剤師が不在の場合、薬の種類によっては購入できないものがあります。

４ 医薬品購入の際の注意事項

◆参考資料
観光庁「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」
沖縄県/一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー「病気！ケガ！の外国人観光客対応HAND BOOK」
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